
令和７年度の健康保険料（令和７年４⽉〜令和８年３⽉）は、次の通りです

（１⼈⽉額）
年齢 未就学児 40歳未満 ４０歳〜６４歳 ６５歳〜７４歳
事業主
（均等割） 21,500 25,500 21,500
従業員
（均等割） 15,500 19,500 15,500

同⼀世帯家族
（⼈頭割〜組合員・世帯主負担） 6,000 9,500 13,500 9,500

区  分

介護保険料（40歳〜64歳）

医療給付費（0歳〜７４歳）
後期⾼齢者⽀援⾦（0歳〜７４歳）


